
 

関係法令等 

・日本国憲法 

・教育基本法 

・学校教育法 

・小学校学習指導要領（平成２９年告示） 

・練馬区教育委員会教育目標等 

本校の授業改善に向けた視点 

指導内容・指導方法の工夫 教育課程編成上の工夫 校内における研究や研修の工夫 評価活動の工夫 家庭や地域社会との連携 小中一貫教育の視点 

・第３学年から第６学年の算

数科において、担任、指導方

法工夫改善加配教員による

少人数指導・習熟度別指導

を実施する。 

・電子黒板や児童用タブレッ

トなどの ICT を活用した授

業を展開する。 

・特別支援学級の授業に参加

したり、スポーツフェステ

ィバルの種目に共同で取り

組んだりすることで、特別

支援学級と交流を図る。 

・指導計画に基づき意図的・計

画的な授業を実施する。 

・体育では、魅力ある教材を準

備し、運動量を確保して、力

いっぱい運動することの楽

しさや心地よさを味わわせ

る。 

・指導方法工夫改善加配教員

による算数習熟度別指導

（３年以上）、学力向上支援

講師による算数 TT（１，２

年）、指導方法改善講師理科

TT（３，４年）により理数教

育の充実を図る。 

・令和８年度の校内研究を社会科と

し、「問題解決的な学びを重視し

た社会科の授業の追究」を研究テ

ーマとして実施していく。 

・研究における分科会を各学年分科

会とする。教科の特質から、１，

２年生は生活科、３～６年は社会

科について研究を深め、生活科と

社会科の関係と接続について発

達段階に応じた指導の工夫を考

えていく。6 月末に社会科連盟教

育発表会を実施する。 

・授業においては個に応じた指

導と評価を行う。 

・児童による学校アンケートを

実施する。 

・教員による学校の全教育活動

の評価を 2 回実施する。 

・保護者や地域の方による学校

教育アンケート等、学校関係者

評価を実施し活用する (年 7

回）。 

・学校評議員による学校関係者

評価を実施し活用する（年３

回）。 

・学習内容の向上を家庭と連

携を図りながら、各学年×１

５分をめやすとして学習習

慣の確立に努める。 

・算数の習熟の場として、地

域連携事業を活用する。年

間 12 回、水曜日６校時の時

間を「チャレンジタイム」

と位置づけ実施する。 

・特別支援学級のリズム指導

に地域の方を講師に招き、

充実を図る。 

・学習規律や生活のきまり

など、小中一貫した生活

指導を展開できるよう

教員の連携を図る。 

・小中合同研修会を開催

し、問題解決的な指導方

法について共通理解を

図り、各教科等の指導内

容、指導方法について相

互理解を深める。 

      

学校経営計画 
   
 
 
 
 
 
・指導計画に基づく意図的・計画的な授業の実施 
・目標の明確化 
 各教科の指導の重点 

（国語科） 

・言語による見方・考え方を働かせ、言語活動をとおして、言葉の

特徴や使い方、話や文章に含まれる情報の扱い方、我が国の言語

文化に関する知識・理解を主体的に活用する。 

・日常的な人との関わりの中で、伝え合う力を高め、思考力や想像

力を養う。 

・言語に対する知的な認識を深め、言語感覚を養う。 

（社会科） 

・社会的な見方・考え方を働かせ、地域や我が国の地理的環境、社会の仕

組や働き、歴史や伝統と文化をとおして社会生活について理解させ、情

報を調べまとめる技能を身に付けさせる。 

・社会的事象の特色や関連、意味を多角的に考えたり、課題を把握しその

解決に向けての社会への関わり方を選択、判断したりしたことを適切に

表現する場面を意図的に設定し、思考力、判断力、表現力を養う。 

・社会的事象について、よりよい社会を考え、主体的に問題解決しよ

うとする 

（算数科） 

・数学的に問題発見・解決する学習過程における指導の工夫をする。 

・働かせる数学的な見方・考え方を明確にして、児童が振り返られる

よう工夫する。 

・数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解

できるよう習熟及び家庭学習との連携を行う。 

（理科） 

・理科を構成する各領域ならびに児童の発達段階に応じた理科の見

方・考え方を働かせて、自然の事象・現象に関心や意欲を高め、問

題意識を醸成し、主体的に追究していくことができる意図的な活動

の場を設定する。 

（生活科） 

・具体的な活動や体験をとおして、身近な生活に関わる見方・考え方

を生かし、自立し、生活を豊かにするため、自分自身、身近な人々、

社会及び自然の特徴やよさに気付き、表現したり、意欲や自信をも

って学んだり、生活を豊かにしたりしようとする態度を養う。 

（音楽科） 

・表現及び鑑賞の活動をとおして、音楽的な見方・考え方を働かせ、

共通事項を支えとして、自己のイメージや感情との関わり、音や音

楽と人々の生活や文化などの音楽の背景との関わりについて考え

る活動を設定する。 

（図画工作科） 

・造形的な見方・考え方を働かせ、対象や事象を形や色などの造形的

な視点で捉え、自分のイメージをもちながら自分と対象や事象との

関わりを深め、自分にとっての意味や価値をつくり出す活動をす

る。 

（家庭科） 

・生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、既存の知識や生活経験を

習得する内容と結び付けたり、経験や他の技能と関連付けたりしな

がら、日常生活の中から見出した課題を設定し、解決方法を考え、

解決する力を養う。 

（体育科） 

・体育や保健の見方・考え方を働かせ、「すること、みること、支え

ること、知ること」をとおして課題を見付け、基本的な動きや技能

を習得し、他者と協働しながら解決する学習過程を工夫する。 

（外国語科） 

・外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせな

がら、自分の思いや考えを表現するなどを通じて主体的に外国語を

用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を育てる。 

道徳教育の指導の重点 

・人間尊重の精神や生命に
対する畏敬の念を培う
ことを基盤として、豊か
な情操と正しい判断力
を伸ばし、心の教育の充
実を図る。 

・特別の教科道徳を要とし
た道徳教育の内容の充
実を図るとともに、道徳
的判断量と道徳的心情
を高め、道徳的実践力の
向上を図る。 

 

 

 

・現代社会の要請 

・教師・保護者の願い 

・家庭・地域社会の実態 

・児童の実態 

外国語活動の指導の重点 

・外国語によるコミュニ
ケーションにおける見
方・考え方を働かせ、音
声や語彙、知識を実際
のコミュニケーション
において活用する学習
の充実を図る。 

令和８年度 学力向上を図るための全体計画 小５３練馬区立大泉東小学校 

総合的な学習の時間の 

指導の重点 

・身近な環境や地域の様々
な人・もの・自然・ことが
らに積極的に触れ、探究
的な学習をとおして自ら
の課題を解決し、ねばり
強く活動することで、か
かわる力・取り組む力・探
究する力・表現する力の
育成を図る。 

大泉東小学校における確かな学力 

進路指導の重点 
・児童一人一人が自分のよさを発

揮し、生涯にわたる生き方につ

いて自分の考えをもって自己実

現を図り、自らの進路を選択で

きる能力を育てる。 
・中学校生活の概要を知り、進学
の希望をもつことができるよう
に、中学校の諸行事、生徒会役
員による説明会等に積極的に参
加させるなど、小・中の連携を
図る。 

学習指導要領に基づき、本校教育の質の向上と充実を

図り、次の力を育成する。 

生活指導の重点 
・全校的な指導体制を一層充実

して、職員の共通理解の下に児

童の成長や学習、誇りと自信を

支える。 

・家庭・地域社会との連携を日常

的に密にし、信頼関係を深め、

児童の健全な育成に努める。 

特別活動の指導の重点 
･すすんで活動できる児童を目
指して、学級活動を充実させ
る。そのために、各学級で学校
生活に目を向けさせ、よりよく
していこうとする姿勢や友達
ともっとよりよく関わってい
こうとする姿勢を高める。児童
が自主的、自発的に活動する学
級会や係活動を意図的・計画的
に設定する。 
･特別支援学級との交流や、ペ
ア学年活動などの異学年交流
をとおして、交友関係を豊か
にするとともに互いに理解
し、認め合い、支え合い、励ま
し合う態度を育成する。 

「わかる」「できる」を実感させる教育活動 

すべては学ぶ子供たちのために 

       すべての学ぶ子供たちのために 

教育目標 

日本国憲法、教育基本法、学校教育法、小学校学習指導要領等の

法令に則り、「練馬区教育・子育て大綱」、「第３次練馬区みど

りの風吹くまちビジョン」の理念と取組の方向性を踏まえて、自

己を磨き、人や地域、自然と豊かに関わり、基礎力、思考力、創

造の知恵や実践力を備え、他者と協働して、高い志と意欲をもち、

新しい時代を切り拓く資質・能力をもつ児童を育成する。  

＜誇りと自信をもつ子＞ 

○まなびつづける子 ○おもいやりのある子 ○たくましい子 

★ねらいが明確な授業と適切な評価 

★子供が獲得した力を言語化できる学習の実施 

 


